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この度、当法人関連団体が運用するコンテンツ内において不適切な書き込みを行ったとして、令和７

(2025)年４月６日(日)に、懲罰審査会の調査報告を受けたことは誠に遺憾です。 

よって、下記の通り懲戒処分とすることとしたので通知します。 

 今後は、このような事態が生ずることのないよう十分注意願います。 

 

記 

 

１ 処分の内容 活動停止 

 

２ 処分の期間 令和７(2025)年４月８日(火)から令和７(2025)年６月 30 日(月)まで 

 

３ 処分の理由 

当法人関連団体が運用するコンテンツ内において不適切な書き込みを行ったとして、令和７(2025)

年４月６日(日)に、懲罰審査会の調査報告を受けた。 

このことは、一般社団法人トップスターユニオン定款第 14 条第 1 号および選手会員用重要事項説明

書 3 項に記載する「指導に従わない行為、社会通念上許容されない行為等」に該当するため。 

なお、本件に関し選手本人は関与していないため、選手本人の活動は認める。 

 

以上 


